




























～「賃貸不動産経営管理士」資格の更新手続きについて～
　「賃貸不動産経営管理士」資格を平成１９年以降に取得し、有効期限が平成２４年１２月３１日となっている方に
は、本年７月（有効期限の６ヵ月前）に賃貸不動産経営管理士協議会から更新手続きについての通知文書が届き
ます。また、平成２５年以降に有効期限が切れる方につきましても、同様に有効期限の６ヵ月前を目安に更新手続き
の通知文書が届きますので、お待ちいただければと思います。
　更新手続きについては、手続き費用（8,000円：予定）を納付の上、テキスト、講習ＤＶＤが届きます。講習ＤＶＤを
ご覧いただき、レポートを提出すると新たな資格証が発行されます。
　ご自分の有効期限等がご不明な方は、下記の講習受付センターにご確認願います。



（申請窓口：全国10の地方整備局等）


